
使用料（１日） 使用料（６日） 備　考

県民ギャラリー１ １階 ９：４０～１８：００ 15,940 95,640

県民ギャラリー２ ２階 〃 12,520 75,120

県民ギャラリー３ 〃 〃 3,400 20,400

県民ギャラリー４ 〃 〃 4,540 27,240

県民ギャラリー５ 〃 〃 4,540 27,240

県民ギャラリー６ 〃 〃 2,260 13,560

県民ギャラリー７ 〃 〃 2,260 13,560

〃 29,520 177,120

県民ギャラリー８ ３階 〃 6,820 40,920

県民ギャラリー９ 〃 〃 2,950 17,700

県民ギャラリー１０ 〃 〃 3,060 18,360

県民ギャラリー１１ 〃 〃 3,060 18,360

県民ギャラリー１２ 〃 〃 3,400 20,400

〃 19,290 115,740

〃 57,430 344,580
入場料
無料 〃 5,350 32,100

入場料
有料 〃 8,560 51,360

入場料
無料 〃 3,760 22,560

入場料
有料 〃 6,010 36,060

入場料
無料 〃 6,250 37,500

入場料
有料 〃 10,000 60,000

９：４０～１２：００ 1,940

１３：００～１８：００ 3,220

９：４０～１８：００ 5,160

９：４０～１２：００ 3,100

１３：００～１８：００ 5,150

９：４０～１８：００ 8,250

９：４０～１２：００ 2,140

１３：００～１８：００ 2,790

９：４０～１８：００ 4,930

愛　媛　県　美　術　館　料　金　表

本

館

特別展示室１

特別展示室２

特別展示室３

講　堂（１２０名）

入場料
無料

入場料
有料

研　修　室　（　５６名　）

区　　　　　　　　　分

南

館

（　２　階　計　）

（　３　階　計　）

すべてのギャラリー



① ①

１か月前の日までシステム申込み可能

　　 １０：００

② 　　美術館本館３階会議室において

メールでお知らせ

②´ ②
使用日の２ヶ月前頃

③ ③
必要事項記入のうえ

④
申請書確認、許可後

④ ⑤
支払期限までに支払い 　支払い完了の 納入期限までに納入 納入完了の

　通知確認 通知確認

⑤ ⑥

＊　利用時間：午前９時４０～午後６時
＊　休 館 日 ：毎週月曜日（祝日及び振替休日に当たる場合は、その翌日）ただし、毎月第１月曜日は開館、翌日が休館
　　　　　　　　　 年末年始１２月２９日～１月３日
＊　搬入は、使用期間内の初日
＊　搬出は、使用最終日

　なお、使用した仮設壁面のパネル・ポールは　搬出時にすべて撤去してください。
　（次に使用する団体等との要望に応じて検討）

使用の１年前（研修室のみ６ヶ月前）の月の初日

から申請 （休館日のときは翌日）から受付
※使用の１年前の月の８日（研修室のみ６か月前）～ 貸館会議

申請を受け付けたことと、必要な提出物について

使 用 許 可 申 請 書 （ 書 式 ） 送 付

申 請 受 付 と 事 前 提 出 物 の お 知 ら せ

　…使用の１年前の月の初日（休館日のときは翌日）

使 用 料 の 支 払 い

貸 館 の 利 用

使用許可と支払い手続きのお知らせ
利用日の２か月前頃にメールでお知らせ

愛　媛　県　美　術　館　の　利　用　方　法

使 用 許 可 申 請 仮 受 付 の 申 込
えひめ施設利用予約システム（要アカウント登録）

愛

媛

県

美

術

館

貸

館

利

用

者

事 前 提 出 物 の 提 出

貸

館

利

用

者

※申請時に支払方法「納入通知書」を選択した方へは、利用日
の１か月前頃に「納入通知書」を送付します。「貸館会議・電話申
込の場合」の⑤と同様の方法でお支払いください。

提出依頼があった場合、期日までに提出

 連絡先：愛媛県美術館　総務課
　

　　〒７９０－０００７　松山市堀之内
　

　　　ＴＥＬ ０８９－９３２－００１０
　

　　　ＦＡＸ ０８９－９３２－０５１１

えひめ施設利用予約システムから申込みの場合 貸館会議・電話申込みの場合

愛

媛

県

美

術

館

貸 館 の 利 用

使 用 料 の 納 付

使 用 許 可 書 ・ 納 入 通 知 書 の 送 付

使 用 許 可 申 請 書 の 提 出

　　展示スペースの予約受付

貸館会議終了後、随時受付（電話可）

オンライン
決済

代行業者

指定
金融機関


